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感染防止対策の
　徹底をお願いします

発熱等があれば、まずは電話で相談してください

◆緊急事態宣言に関する相談先

◆営業時間を短縮した事業者への協力金の支給について

思いやりを持った対応をお願いします

　発熱や味覚・嗅覚障害等の症状がみられるなど、感染を疑う場合は外出を控え、直接医療機関を受診するので

はなく、まずはかかりつけ医に電話で相談してください。かかりつけ医などがない場合は、「兵庫県 新型コロナ健

康相談コールセンター」や「発熱等受診・相談センター」に電話で相談してください。

◆医療相談窓口
　❶兵庫県 新型コロナ健康相談コールセンター☎ 078-362-9980　※受付時間：24 時間（土日祝日含む）

　❷洲本健康福祉事務所 健康管理課（発熱等受診・相談センター）☎ 26-2062

　　※受付時間　平日の午前 9 時～午後 5 時 30 分

兵庫県 緊急事態措置コールセンター☎ 078-362-9858　※受付時間：午前 9 時～午後 5 時（土日祝日含む）

　新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく兵庫県の要請に応じて、営業時間短縮にご

協力いただいた飲食店等の事業者に協力金が支給されます。対象者や申請方法など、詳しく

は県ホームページをご覧ください。

問営業時間短縮・協力金コールセンター☎ 078-362-9844

　※受付時間　平日の午前 9 時～午後 5 時

南あわじ市からの新型コロナ
ウイルス関連情報は、市ホー
ムページに掲載しています。

県ホームページ

　新型コロナウイルスの感染は十分に気をつけていたとしても、誰にでも起こりうることです。感染した人やその

家族、医療関係者の人権を尊重し、憶測やデマなどによる誹謗中傷を防止するとともに、自分自身が風評被害に

加担しないよう、市民一丸となって思いやりを持った対応をしていきましょう。
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　1 月 13 日、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ、兵庫県に緊急

事態宣言が発出されました。

　県内では新規陽性者が急増し、医療体制も非常に厳しい状況です。この

事態を乗り切り、正常な日常生活を取り戻すためには、強い危機感を共有し、

感染拡大を食い止めるよう最大限の努力をすることが必要です。

　南あわじ市においても、自分や大切な人を感染から守ることはもちろん、

一致団結して感染症に強い地域社会づくりを進めるために、市民の一人ひと

りが強い意識をもって感染防止対策を徹底していただきますよう、ご理解ご

協力をお願いします。

　基本的な感染防止対策も、毎日続けているうちに気がゆるんでしまいがちです。普段の行動を見直し、あらた

めて感染防止対策の徹底と健康管理をお願いします。

外出先からの帰宅時や調理
の前後、食事前などこまめ
に手洗いや手指の消毒をし
ましょう。

毎日、体温を計ることで、
体調の変化に気づきやすく
なります。

外出時はマスクを着用し、
家の中でもせきエチケットを
心がけましょう。

換気の悪い「密閉空間」、多
くの人が集まる「密集場所」、
間近で会話や発声をする「密
接場面」を避けましょう。

基本的な感染防止対策の徹底と健康管理をお願いします
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